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H-３ビザご利用のご案内 
 

1. ビザの確認 
 パスポートに貼られているビザ面の、氏名、生年月日、パスポート番号、就労先、ビザ

有効期間、ビザの種類に間違いがないかをご確認ください。 

- ビザの種類：H-３の前にある文字の Rは一般旅券（Regular)の意味です。 

- 有効期間は Issue Date より Expiration Date までの期間です。 

- Annotationに書かれた会社での就労に限ります。ただし、Headquartersから Branch

への異動は可能です。 

- ビザ面の氏名、パスポート番号、生年月日、性別、国籍、ビザの種類に間違いがあ

った場合は、ご渡米前に訂正が必要となります。その他の箇所、例えば Annotation

に記載された会社名や学校名のスペルの間違い等は、軽微な間違いとして訂正は

されません。ただし、国務省のデータベースの情報の修正は必要ですので、弊社ま

でご連絡をお願い致します。 

- 21歳以上のお子様は帯同家族として認められません。ビザの有効期間が 21歳の

誕生日前日までとなっておりますので、ご注意ください。 

 ビザ面に間違いがある場合は、入国できない場合もあります。また、一度使用したビ

ザは修正ができません。間違いがある場合は必ず渡米前にご連絡ください。弊社で

も確認いたしますのでビザ面の画像をメール添付等でお送りください。 

 面接時に提出した書類が大使館審査終了後に返却されます。（審査ケースによって

は返却されないこともあります。） 

 
※Annotation には、米国の研修先会社名が入ります 

2. ビザを使っての入国手続 
 ビザは入国許可証ですが、最終的な判断は入国審査官が行います。有効なビザを



 

なにかご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。 

株式会社グリーンフィールド・オーバーシーズ・アシスタンス 

電話：03-6230-4331 e-mail：greenfield@green-f.biz 
 

保有していても、入国が拒否されることがあります。 

 観光旅行など、ビザ申請時の目的と明らかに異なる場合は、ビザを使用せずに入国

します。（ESTAの認証手続が必要です。）入国審査官に対しその旨を説明します。 

 2013年 4月 30日より航空機または船舶を利用した場合、Ｉ-94 (入国カード)の自動化

に伴い、入国カードの記入、提出、返却が不要となります。入国後に滞在期限を必ず

確認し、印刷をして保管することをお勧めします。期限を超えて米国に滞在するとオ

ーバーステイになりますのでご注意ください。  The U.S. Customs and Boarder 

Protection (CBP)のウェブサイト(https://i94.cbp.dhs.gov/I94)にアクセスすることで出

入国記録の確認できます。陸路で入国する場合は従来通り出入国記録カードの記

入、提出、出国時に返却が必要となりますのでご注意ください。 

(1) 入国審査官にパスポートと I-797 を提出します。（ご家族だけで入国される場合

は I-797のコピーを提示します。） 

(2) 入国審査官から質問があります。入国目的などを英語でご説明されるのにご不

安のある場合は、サポートレター（署名のないものでも可）を提示することをお勧

めします。 

(3) 電子的な指紋採取とデジタルカメラによる写真撮影が行われます。 

(4) パスポートに入国スタンプが押され、戻されます。必ず入国資格（ビザ資格）と滞

在期限を確認し、間違っている場合はその場で訂正を受けてください。H-３ビザ

は通常 I-797の有効期限まで滞在許可が与えられます。 
 

3. 再入国 
 再入国は「2. ビザを使っての入国手続」の要領で行います。ご家族も含め I-797 の

提示が求められます。必要に応じてサポートレターもご準備ください。 

 再入国時に与えられる滞在期限も、通常ビザの有効期限と同じです。（移民局で滞

在許可を延長した場合など、ビザの有効期限よりも長い場合もあります。） 
 

4. 米国滞在中の注意 
 ビザの期限は入国が許可される期限であり、合法的に滞在が認められる期限とは異

なります。入国審査官のミスなどによっては、ビザが有効でも滞在期限が切れるという

こともあります。逆にビザが無効でも滞在期限内であれば合法的に滞在することがで

きます。アメリカ国内では滞在期限に、アメリカ国外ではビザの有効期限にお気をつ

けください。期限を超えて米国に滞在するとオーバーステイになります。 

 帯同家族は主たる申請者が帰任/帰国する時点で、たとえ帯同家族の I-94の期限が

まだ十分残っていたとしても家族だけがそのまま米国に滞在すべきでないと考えま

す。 


